
○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
九
日

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

(
)

（
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
）

第
一
条

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
八
十
七
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
各
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

別
表
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
障
害
で
あ
つ
て
、
同
表
に
定
め
る
各
障
害
等
級
の
障
害
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
同
表
に
定
め
ら
れ
て
い

る
当
該
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
と
す
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
場
合
）

第
二
条

犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
、
犯
罪
被
害
者
又
は
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
号
の
第
一
順
位
遺
族
（
第
一
順
位
遺
族
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
い

ず
れ
か
の
者
。
以
下
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
単
に
「
第
一
順
位
遺
族
」
と
い
う
。
）
と
加
害
者
と
の
間
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
親
族
関

係
が
あ
つ
た
と
き
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

夫
婦
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
場
合
を
含
む
。
）

二

直
系
血
族
（
親
子
に
つ
い
て
は
、
縁
組
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
養
子
縁
組
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
場
合
を
含
む
。
）

三

兄
弟
姉
妹

第
三
条

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
、
犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
と
加
害
者
と
の
間
に
三
親
等
内
の

親
族
に
該
当
す
る
親
族
関
係
が
あ
つ
た
と
き
は
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
四
条

犯
罪
被
害
に
つ
い
て
、
犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給

付
金
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

当
該
犯
罪
行
為
を
教
唆
し
、
又
は
幇
助
す
る
行
為

二

過
度
の
暴
行
又
は
脅
迫
、
重
大
な
侮
辱
等
当
該
犯
罪
行
為
を
誘
発
す
る
行
為

三

当
該
犯
罪
行
為
に
関
連
す
る
著
し
く
不
正
な
行
為

第
五
条

犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
し
な
い
も
の



と
す
る
。

一

当
該
犯
罪
行
為
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
。

二

集
団
的
に
、
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
不
法
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
組
織
に
属
し
て
い
た
こ
と
。

三

当
該
犯
罪
行
為
に
対
す
る
報
復
と
し
て
、
加
害
者
又
は
そ
の
親
族
そ
の
他
の
加
害
者
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
者
の
生
命
を
害
し
、
又
は
身
体
に
重

大
な
害
を
加
え
た
こ
と
。

第
六
条

犯
罪
被
害
に
つ
い
て
、
犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

暴
行
、
脅
迫
、
侮
辱
等
当
該
犯
罪
行
為
を
誘
発
す
る
行
為

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額

二

当
該
犯
罪
被
害
を
受
け
る
原
因
と
な
つ
た
不
注
意
又
は
不
適
切
な
行
為

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

第
七
条

犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
、
犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
と
加
害
者
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
つ
た
と
き
は
、
法
第
九
条
の

規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。
犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
と
加
害
者
と
の
間
に
第
二
条
各
号
に

掲
げ
る
親
族
関
係
又
は
第
三
条
に
規
定
す
る
親
族
関
係
以
外
の
親
族
関
係
が
あ
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
八
条

第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
定
め
る
事
由
の
う
ち
、
二
以
上
の
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

第
二
条
、
第
四
条
又
は
第
五
条
に
定
め
る
事
由
が
含
ま
れ
る
場
合

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
の
う
ち
、
第
三
条
又
は
第
六
条
第
一
号
に
定
め
る
事
由
が
含
ま
れ
る
場
合

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三

分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

第
九
条

第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
犯
罪
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
と
加
害
者
と
の
関
係
そ
の
他
の
事
情
か
ら
判
断
し
て
、
犯
罪

被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
し
、
又
は
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
を
支
給
す
る
こ
と
が
社
会
通
念
上
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
二
条
か

ら
第
七
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
場
合
の
特
例
）

第
十
条

第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
せ
ず
、
又
は
そ
の

一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
社
会
通
念
上
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に



掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
二
条
、
第
四
条
又
は
第
五
条
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

二

第
三
条
又
は
第
六
条
第
一
号
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額

三

第
六
条
第
二
号
又
は
第
七
条
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額

２

前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ

る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
、
当
該
犯
罪
被
害
者
又
は
第
一
順
位
遺
族
か
ら
の
申
立
て

に
よ
り
、
当
該
加
害
者
に
対
し
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
条
の

規
定
に
よ
る
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
（
第
四
条
又
は
第
五
条
に
定
め
る
事
由
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
が
あ
る
場
合
及
び
第
六

条
第
一
号
に
定
め
る
事
由
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
が
あ
り
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
し
な

い
こ
と
が
社
会
通
念
上
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
事
情
が
あ
る
場
合

二

第
五
条
第
二
号
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
織
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
当
該
犯
罪
行
為
が
発
生
し
た
こ
と
に
関
連
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
現
に
当
該
組
織
に
属
す
る
者
で
な
い
と
き
（
第
二
条
、
第

四
条
又
は
第
五
条
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
に
定
め
る
事
由
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
が
あ
る
場
合
及
び
第
三
条
又
は
第
六
条
第
一
号

に
定
め
る
事
由
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
が
あ
り
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
し
な
い
こ
と

が
社
会
通
念
上
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

３

前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
号
又
は
第
七
条
に
定
め
る
事
由
が
な
い
こ
と
そ
の
他
の
当
該
犯
罪
に
係
る
事
情
を
勘
案
し

て
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

第
十
一
条

既
に
身
体
上
の
障
害
の
あ
る
者
が
、
当
該
犯
罪
行
為
に
よ
り
、
同
一
の
部
位
に
つ
い
て
障
害
の
程
度
を
加
重
し
た
場
合
に
お
け
る
障
害
給
付

金
の
額
は
、
障
害
給
付
基
礎
額
に
、
そ
の
加
重
さ
れ
た
身
体
上
の
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
等
級
に
応
ず
る
令
第
十
五
条
各
号
に
定
め
る
倍
数
か

ら
、
既
に
あ
つ
た
身
体
上
の
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
等
級
に
応
ず
る
同
条
各
号
に
定
め
る
倍
数
を
差
し
引
い
て
得
た
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と

す
る
。

（
令
第
三
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
給
付
等
）



第
十
二
条

令
第
三
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
給
付
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
年
金
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
又
は
障
害
年
金
を
受
け
る
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
手
当
金
、
船
員
保
険
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
差
額
一
時
金
、
同
法
第
九
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺
族
年
金
、
同
法
第
百
一
条
の
規
定
に
よ
り
支
給

さ
れ
る
遺
族
一
時
金
、
同
法
第
百
二
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ

る
障
害
前
払
一
時
金
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺
族
前
払
一
時
金

二

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
及
び
同
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
十
二
条
の
八
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
給
付
、
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
給
付
、
同
法

第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
、
同
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
給
付
、
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補

償
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
、
同
法
附
則
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補

償
年
金
前
払
一
時
金
、
同
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障

害
年
金
前
払
一
時
金
及
び
同
法
附
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
前
払
一
時
金

四

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
補
償

五

国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
補
償

六

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
手
当
及
び
同
法
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
手
当

七

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
扶
助
金

八

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

九

少
年
院
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
金

十

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
十
六
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

十
一

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

十
二

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
及
び
障
害
補
償
一
時
金
、

同
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償
一
時
金
、
同
法
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附

則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
並
び
に
同
法
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金



十
三

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
補
償
で
あ
つ
て
前
号
に
規
定
す
る
補
償
に
相
当
す
る
も
の

ア

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
十
五
条

イ

裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）

ウ

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項

エ

裁
判
官
の
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
号
）

十
四

警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
給
付
（
同

法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
及
び
同
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
給
付
に
限
る
。
）

十
五

海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

給
付
（
同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
及
び
同
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
給
付
に
限
る
。
）

十
六

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
百
三
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
償

十
七

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
払
い
で
同
条
第
四
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
府

に
対
し
て
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
及
び
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
害
の
て
ん
補

十
八

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
補
償
（
同
法
第
三
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
及
び
同
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
に
限
る
。
）

十
九

婦
人
補
導
院
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
金

二
十

証
人
等
の
被
害
に
つ
い
て
の
給
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
給
付
（
同
法
第
五
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
及
び
同
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
給
付
に
限
る
。
）

二
十
一

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

二
十
二

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
補
償

二
十
三

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
及
び
障
害
補
償
一

時
金
、
同
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償
一
時
金
、
同
法
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金

差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
並
び
に
同
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族

補
償
年
金
前
払
一
時
金
並
び
に
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
条
例
に
よ
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
補
償



二
十
四

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
費
、
同
法

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
費
、
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
一
時
金
及
び
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
児
童
補
償
手
当

二
十
五

国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
補
償

二
十
六

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
又
は
同
法
附
則
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
見
舞
金
及
び
死
亡
見
舞
金

二
十
七

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
百
六
十
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
補
償

二
十
八

刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
死
亡
手
当
金
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
手
当
金
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
手
当
金
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
令
第
四
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
算
定
方
法
）

第
十
三
条

令
第
四
条
に
定
め
る
額
は
、
同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
調
整
基
礎
額
に
一
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
し
、
同
条
第
二

号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
付
等
が
行
わ
れ
る
べ
き
事
由
が
生
じ
た
時
か
ら
当
該
給
付
等
を
受
け
る
べ
き
時
ま
で
の
法
定
利
率
に
よ
り

計
算
さ
れ
る
額
を
合
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
額
が
当
該
調
整
基
礎
額
と
な
る
べ
き
額
を
合
計
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
調
整
基
礎
額
は
、
前
条
各
号
に
規
定
す
る
給
付
等
（
以
下
「
災
害
給
付
」
と
い
う
。
）
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
給
付
が
行
わ
れ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
若
し
く
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
規

定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
支
給
が
停
止
さ
れ
、
又
は
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
支
給
が
停
止
さ
れ
、
又
は
支
給
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
年
金
た
る
給
付
又
は
児
童
扶
養
手

当
の
額
（
そ
の
額
が
当
該
災
害
給
付
の
額
を
超
え
る
と
き
は
当
該
災
害
給
付
の
額
）
を
当
該
災
害
給
付
の
額
か
ら
減
じ
て
得
ら
れ
る
額
を
も
つ
て
、
前

項
の
調
整
基
礎
額
と
す
る
。

（
令
第
五
条
の
そ
の
他
の
者
の
収
入
日
額
の
算
定
方
法
）

第
十
四
条

令
第
五
条
の
そ
の
他
の
者
に
係
る
収
入
の
日
額
は
、
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
日
以
前
一
年
間
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額
を
当
該
期
間
の
総
日
数
で
除
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。



一

労
働
基
準
法
第
九
条
の
労
働
者
以
外
の
者
と
し
て
勤
労
に
基
づ
く
収
入
を
得
て
い
た
場
合

当
該
収
入
の
額

二

労
働
基
準
法
第
九
条
の
労
働
者
と
し
て
賃
金
収
入
を
得
て
い
た
場
合

同
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
平
均
賃
金
の
例
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員

会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
額
に
当
該
賃
金
収
入
を
得
て
い
た
期
間
の
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

（
遺
族
給
付
金
の
支
給
に
係
る
遺
族
の
障
害
の
状
態
）

第
十
五
条

令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
項
第
五
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
障
害
の
状
態
は
、
別
表
に
定
め
る
第
五
級
以
上
の
障

害
等
級
に
該
当
す
る
身
体
上
の
障
害
が
あ
る
状
態
又
は
負
傷
若
し
く
は
疾
病
が
治
ら
な
い
で
、
身
体
の
機
能
若
し
く
は
精
神
に
、
労
働
が
高
度
の
制
限

を
受
け
る
か
、
若
し
く
は
労
働
に
高
度
の
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
程
度
以
上
の
障
害
が
あ
る
状
態
と
す
る
。

（
法
第
九
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
）

第
十
五
条
の
二

法
第
九
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に

こ

よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。
）
に
拘
置
を
さ
れ
た
場
合
若
し
く
は
被
留
置
受
刑
者
と
し
て
留
置
施

設
に
留
置
を
さ
れ
た
場
合
、
死
刑
の
言
渡
し
を
受
け
て
刑
事
施
設
に
拘
置
を
さ
れ
た
場
合
、
労
役
場
留
置
の
言
渡
し
を
受
け
て
労
役
場
に
留
置
を
さ

れ
た
場
合
又
は
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
置
の
裁
判
の
執

行
の
た
め
監
置
場
（
監
置
の
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
を
刑
事
施
設
又
は
留
置
施
設
に
留
置
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
刑
事
施
設
又
は
留
置
施
設
を

含
む
。
）
に
留
置
を
さ
れ
た
場
合

二

少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
と
し
て
少
年
院
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
送
致
を
さ

れ
、
収
容
を
さ
れ
た
場
合
又
は
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
導
処
分
と
し
て
婦
人
補
導

院
に
収
容
を
さ
れ
た
場
合

（
遺
族
給
付
金
の
支
給
に
係
る
裁
定
の
申
請
）

第
十
六
条

遺
族
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
法
第
十
条
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
遺
族
給
付
金
支
給
裁

定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

犯
罪
被
害
者
の
死
亡
診
断
書
、
死
体
検
案
書
そ
の
他
当
該
犯
罪
被
害
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
の
年
月
日
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
本
籍
及
び
犯
罪
被
害
者
と
の
続
柄
に
関
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
長
と
す
る
。
）
の
発
行
す
る
戸
籍
の
謄
本
又
は



抄
本
そ
の
他
の
証
明
書

三

申
請
者
が
犯
罪
被
害
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
犯
罪
被
害
者
の
死
亡
の
当
時
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四

申
請
者
が
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、

第
一
順
位
遺
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五

申
請
者
が
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
生
計
維
持
関
係
遺
族
（
第
七
号
に
お
い
て
単
に
「
生
計
維
持
関
係
遺
族
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、

犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
当
時
犯
罪
被
害
者
の
収
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

六

申
請
者
が
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
障
害
の
状
態
に
あ
つ
た
妻
又
は
同
条
第
二
項
第
五
号
に
該
当
し
て
い

た
者
で
あ
る
と
き
は
、
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
当
時
、
そ
れ
ら
の
障
害
の
状
態
に
あ
つ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
医
師
の
診
断
書
そ
の
他

の
書
類

七

申
請
者
以
外
の
遺
族
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
に
生
計
維
持
係
遺
族
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

八

犯
罪
被
害
者
が
そ
の
勤
労
に
基
づ
い
て
通
常
得
て
い
た
収
入
の
日
額
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

九

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
や
む
を
得
な
い
理
由
及
び
そ
の
理
由
の
や
ん
だ
日
を
証
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
書
類

十

法
第
九
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

ア

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
日
及
び
負
傷
又
は
疾
病
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類

イ

次
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

十
一

法
第
九
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

ア

前
号
に
掲
げ
る
書
類

イ

次
条
第
五
号
ア
、
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
書
類

（
重
傷
病
給
付
金
の
支
給
に
係
る
裁
定
の
申
請
）

第
十
七
条

重
傷
病
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
法
第
十
条
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
重
傷
病
給
付
金
支

給
裁
定
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
を
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
日
、
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
け
る
入
院
日
数
及
び
負
傷
又
は
疾
病
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又

は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類
で
あ
つ
て
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
が
重
傷
病
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

二

犯
罪
被
害
者
が
令
第
九
条
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
療
養
に
関
す
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三

法
第
九
条
第
二
項
の
犯
罪
被
害
者
負
担
額
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
や
む
を
得
な
い
理
由
及
び
そ
の
理
由
の
や
ん
だ
日
を
証
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
書
類

五

法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

ア

負
傷
又
は
疾
病
の
療
養
の
た
め
従
前
の
勤
労
に
従
事
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類

イ

犯
罪
被
害
者
が
そ
の
勤
労
に
基
づ
い
て
通
常
得
て
い
た
収
入
の
日
額
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ウ

法
第
九
条
第
三
項
の
休
業
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
休
業
日
」
と
い
う
。
）
の
数
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

エ

休
業
日
に
法
第
九
条
第
三
項
の
部
分
休
業
日
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
休
業
日
に
つ
い
て
得
た
収
入
の
額
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

（
障
害
給
付
金
の
支
給
に
係
る
裁
定
の
申
請
）

第
十
八
条

障
害
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
法
第
十
条
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
障
害
給
付
金
支
給
裁

定
申
請
書
（
様
式
第
三
号
）
を
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

負
傷
又
は
疾
病
が
治
つ
た
こ
と
及
び
治
つ
た
日
並
び
に
そ
の
治
つ
た
と
き
に
お
け
る
身
体
上
の
障
害
の
部
位
及
び
状
態
（
犯
罪
被
害
者
が
当
該
障

害
に
よ
り
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
必
要
の
程
度
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師

の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類

二

同
一
の
部
位
に
つ
い
て
既
に
身
体
上
の
障
害
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
既
存
の
身
体
上
の
障
害
の
部
位
及
び
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師

の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類

三

犯
罪
被
害
者
が
そ
の
勤
労
に
基
づ
い
て
通
常
得
て
い
た
収
入
の
日
額
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
や
む
を
得
な
い
理
由
及
び
そ
の
理
由
の
や
ん
だ
日
を
証
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
書
類



（
損
害
賠
償
を
受
け
た
場
合
の
届
出
）

第
十
九
条

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
に
係
る
裁
定
の
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
犯
罪
被
害
を
原
因
と
し
て
損
害
賠
償
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
裁
定
の
申
請
を
行
つ
た
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

損
害
賠
償
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
犯
罪
被
害
者
と
の
続
柄

二

損
害
賠
償
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
職
業
及
び
加
害
者
と
の
関
係

三

損
害
賠
償
を
受
け
た
年
月
日

四

受
領
し
た
損
害
賠
償
額
及
び
そ
の
内
訳

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
処
分
の
通
知
等
）

第
二
十
条

公
安
委
員
会
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
裁
定
を
行
つ
た
と
き
、
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
却
下
し
た

と
き
、
又
は
仮
給
付
金
を
支
給
す
る
旨
の
決
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
通
知
書
（
様
式
第
四
号
）
、
犯
罪

被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
却
下
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
又
は
仮
給
付
金
支
給
決
定
通
知
書
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
申
請
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
し
な
い
旨
の
通
知
を
除
く
。
）
を
す
る
と
き
は
、
当
該
犯
罪
被
害
者

等
給
付
金
又
は
当
該
仮
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
者
に
対
し
、
併
せ
て
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
払
請
求
書
又
は
仮
給
付
金
支
払
請
求
書
（
様
式

第
七
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
等
の
支
払
の
請
求
）

第
二
十
一
条

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す
る
旨
の
裁
定
又
は
仮
給
付
金
を
支
給
す
る
旨
の
決
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
支
払
を
請
求
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
請
求
書
を
国
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
請
書
等
の
経
由
）

第
二
十
二
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
に
対
す
る
申
請
書
又
は
届
出
書
の
提
出
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
を
経
由
し

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
二
十
三
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
二
人
以
上
の
者
が
同
時
に
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
方
の
申
請
書
に
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
よ
り
、
他
方
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
係
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
他



方
の
申
請
書
の
余
白
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
他
方
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
該
書
類
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
は
、
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
書
類
の
保
存
）

第
二
十
四
条

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
書
類
は
、
そ
の
取
扱
い
が
完
結
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
５
６
年
１
月
１
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
昭
和
５
７
年
７
月
２
３
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）

１

こ
の
規
則
は
、
昭
和
５
７
年
７
月
２
６
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

日
本
学
校
健
康
会
法
附
則
第
１
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
学
校
安
全
会
法
（
昭
和
３
４
年
法
律
第
１
９
８
号
）
の
規
定
に
よ
る
廃
疾
見
舞

金
及
び
死
亡
見
舞
金
は
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
新
規
則
第
１
２
条
第
１
２
号
に
規
定
す
る
障
害
見
舞
金
及
び
死
亡
見
舞
金
と
み
な
す
。

附

則
（
昭
和
５
７
年
９
月
２
５
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
５
７
年
１
０
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
昭
和
６
０
年
３
月
２
３
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）

１

こ
の
規
則
は
、
昭
和
６
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
６
０
年
政
令
第
２
４
号
）
第
３
６
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
共

企
業
体
職
員
の
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
４
８
年
政
令
第
３
５
４
号
）
第
５
条
及
び
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
通
勤
災
害

障
害
補
償
及
び
通
勤
災
害
遺
族
補
償
（
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
法
（
昭
和
５
９
年
法
律
第
６
９
号
）
附
則
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
通
勤
災
害
障
害
補
償
及
び
通
勤
災
害
遺
族
補
償
を
含
む
。
）
並
び
に
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
、
電
気
通

信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
６
０
年
政
令
第
３
１
号
）
第
４
６
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
共
企
業
体
職
員
の
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償

に
関
す
る
政
令
第
５
条
及
び
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
通
勤
災
害
障
害
補
償
及
び
通
勤
災
害
遺
族
補
償
（
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
（
昭
和
５
９
年
法

律
第
８
５
号
）
附
則
第
１
２
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
通
勤
災
害
障
害
補
償
及
び
通
勤
災
害
遺



族
補
償
を
含
む
。
）
は
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
第
１
２
条
第
７
号
に
規
定
す
る
通
勤
災
害
障
害
補
償
及
び
通
勤
災
害
遺
族
補
償
と
み
な
す
。

附

則
（
昭
和
６
１
年
２
月
２
１
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）

１

こ
の
規
則
は
、
昭
和
６
１
年
３
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
法
附
則
第
１
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
学
校
健
康
会
法
（
昭
和
５
７
年
法
律
第
６
３
号
）
の
規
定
に
よ

る
障
害
見
舞
金
及
び
死
亡
見
舞
金
は
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
第
１
２
条
第
１
２
号
に
規
定
す
る
障
害
見
舞
金
及
び
死
亡
見
舞
金
と
み
な
す
。

附

則
（
昭
和
６
２
年
３
月
２
７
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）

１

こ
の
規
則
は
、
昭
和
６
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
６
２
年
政
令
第
５
４
号
）
第
７
２
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
の
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
４
８
年
政
令
第
３
５
４
号
）
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
通
勤
災
害

障
害
補
償
及
び
同
令
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
通
勤
災
害
遺
族
補
償
（
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
（
昭
和
６
１
年
法
律
第
９
３
号
）
第
２
９
条
第

９
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
通
勤
災
害
障
害
補
償
及
び
通
勤
災
害
遺
族
補
償
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、

改
正
前
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
第
１
２
条
第
７
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
日

本
国
有
鉄
道
の
職
員
の
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
４
８
年
政
令
第
３
５
４
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
国
有
鉄
道
改
革

法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
６
２
年
政
令
第
５
４
号
）
第
７
２
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
国
有
鉄
道
の
職

員
の
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
４
８
年
政
令
第
３
５
４
号
）
」
と
、
「
通
勤
災
害
遺
族
補
償
」
と
あ
る
の
は
「
通
勤
災
害

遺
族
補
償
（
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
（
昭
和
６
１
年
法
律
第
９
３
号
）
第
２
９
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
通
勤
災
害
障
害
補
償
及
び
通
勤
災
害
遺
族
補
償
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

附

則
（
昭
和
６
３
年
２
月
９
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
６
３
年
３
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
元
年
７
月
３
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
１
０
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
６
年
６
月
２
４
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
１
３
号
）



こ
の
規
則
は
、
平
成
６
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
七
年
一
二
月
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
二
号
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

遺
族
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
、
障
害
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
通
知
書
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定

申
請
却
下
通
知
書
、
仮
給
付
金
支
給
決
定
通
知
書
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
払
請
求
書
及
び
仮
給
付
金
支
払
請
求
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
改
正
後

の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
の
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

附

則
（
平
成
八
年
四
月
一
〇
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
十
二
条
第
八
号
及
び
第
十
号
の
規
定
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
裁
定
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
適
用

す
る
。附

則
（
平
成
九
年
四
月
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
重
障
害
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
重
障
害
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
一
〇
年
一
月
一
二
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
年
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
後
略
〕

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
〔
中
略
〕
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
犯
罪
被

害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
〔
中
略
〕
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



附

則
（
平
成
一
三
年
六
月
一
九
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
七
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
十
条
及
び
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、
重
傷
病
又
は
障
害
に
係
る
犯
罪
被
害

者
等
給
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
重
障
害
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

３

遺
族
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
、
障
害
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
通
知
書
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定

申
請
却
下
通
知
書
、
仮
給
付
金
支
給
決
定
通
知
書
並
び
に
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
払
請
求
書
及
び
仮
給
付
金
支
払
請
求
書
の
様
式
は
、
改
正
後
の
様

式
第
一
号
及
び
様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則
（
平
成
一
五
年
九
月
一
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
四
号
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
六
十
年
法
律

第
九
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
見
舞
金
及
び
死
亡
見
舞
金
は
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
第
十
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
障
害
見
舞
金
及
び
死
亡
見

舞
金
と
み
な
す
。

附

則
（
平
成
一
六
年
九
月
一
五
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
十
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
一
七
年
二
月
二
五
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
に
係
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
及
び
障
害
給
付
金
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
十
六
年
七
月
一
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
に
係
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
及
び
障
害
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
に
係
る
新
規
則
第
一
条
、
第

九
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
本
文
中
「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
改
正
令
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
」
と
、
同
条
第
一
号
、
第
九
条
及
び
第
十
三
条
中
「
令
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
改
正

令
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
改
正
令
に
よ
る
改
正
後
の
令
別
表
第
一
」
と
す
る
。

４

改
正
前
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
仮
給
付
金
、
遺
族
給

付
金
又
は
障
害
給
付
金
を
支
給
さ
れ
た
者
で
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
（
以
下
「
読
替
え
後
の
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
よ
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
仮
給

付
金
、
遺
族
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
読
替
え
後
の
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
の
内
払
と
み

な
す
。附

則
（
平
成
一
七
年
三
月
二
五
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
六
年
六
月
法
律
第
八
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。附

則
（
平
成
一
七
年
六
月
二
八
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
水
防
法
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
七
年

五
月
法
律
第
三
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



附

則
（
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
一
号
抄
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
二
条
、
第
三
条
、
第
七
条
、
第
八
条
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
犯
罪
被
害

者
等
給
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

遺
族
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
及
び
重
傷
病
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
の
様
式
は
、
改
正
後
の
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則
（
平
成
一
八
年
五
月
二
三
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
七
年
五
月
法
律
第
五
〇
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
二
十
四
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
八
年
六
月
一
四
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
八
年
八
月
一
八
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
四
号
）

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
に
係
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
及
び
障
害
給
付
金
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
十
八
年
四
月
一
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
に
係
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
及
び
障
害
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
に
係
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
及
び
障

害
給
付
金
に
係
る
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
障
害
が
脾
（
ひ
）
臓
又
は
一
側
の
腎
（
じ
ん
）
臓
を
失
っ
た
も
の
で
あ
る
場
合
（
同
表
の

第
七
級
の
項
第
五
項
に
該
当
す
る
障
害
が
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
に
は
、
同
表
の
第
八
級
の
項
に
相
当
す
る
障
害
が
あ
る
も
の
と
す
る
。



４

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
ま
で
に
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

に
よ
る
改
正
前
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
仮
給
付
金
、
遺
族
給

付
金
又
は
障
害
給
付
金
を
支
給
さ
れ
た
者
で
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
及
び

新
規
則
の
規
定
に
よ
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
旧
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ

た
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
令
及
び
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
の
内
払

と
み
な
す
。

附

則
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

附

則
（
平
成
一
九
年
五
月
二
五
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
八
年
六
月
法
律
第
五
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
九
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
発
生
し
た
死
亡
又
は
障
害
（
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
四

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
刑
事
施
設
ニ
於
ケ
ル
刑
事
被
告
人
ノ
収
容
等
ニ
関
ス
ル
法
律
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る

被
収
容
者
の
死
亡
又
は
障
害
に
限
る
。
）
を
原
因
と
す
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給

付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
三
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
二
号
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
後
の
第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
号
並
び
に
第
十
八
条
第
一
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後

に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、
重
傷
病
又
は
障
害
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、
重
傷
病
又
は
障
害
に
つ



い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

遺
族
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
、
重
傷
病
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
、
障
害
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
申

請
却
下
通
知
書
及
び
仮
給
付
金
支
給
決
定
通
知
書
の
様
式
は
、
改
正
後
の
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
、
様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
六
号
の
様

式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則
（
平
成
二
一
年
九
月
一
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
後
の
第
五
条
第
二
号
並
び
に
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、

重
傷
病
又
は
障
害
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、
重
傷
病
又
は
障
害
に
係
る
犯
罪

被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
三
年
七
月
一
五
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
二
号
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
障
害
に
係
る
仮
給
付
金
及
び
障

害
給
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
障
害
に
係
る
仮
給
付
金
及
び
障
害
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２

平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
障
害
に
係
る
仮
給
付
金
及
び
障
害
給
付
金

に
係
る
新
規
則
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
第
七
級
の
項
第
十
二
号
中
「
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
又
は
女
子
の
外
貌
に
相
当
程
度
の

醜
状
を
残
す
も
の
」
と
、
同
表
第
九
級
の
項
第
十
六
号
中
「
外
貌
」
と
あ
る
の
は
「
男
子
の
外
貌
」
と
す
る
。

３

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
仮
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
を
支
給
さ
れ
た
者
で
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
仮
給
付
金
又
は
障
害
給



付
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
仮
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
の
規

定
に
よ
る
仮
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
の
内
払
と
み
な
す
。

別
表
（
第
一
条
、
第
十
五
条
関
係
）

障
害
等
級

身
体
上
の
障
害

第
一
級

一

両
眼
が
失
明
し
た
も
の

二

咀

嚼
及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

そ
し
ゃ
く

三

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

四

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

五

両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六

両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七

両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

八

両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

第
二
級

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
た
も
の

二

両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
た
も
の

三

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

四

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

五

両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六

両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

第
三
級

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二

咀

嚼
又
は
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

そ
し
ゃ
く

三

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五

両
手
の
手
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第
四
級

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た
も
の



二

咀

嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

そ
し
ゃ
く

三

両
耳
の
聴
力
を
全
く
失
つ
た
も
の

四

一
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五

一
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六

両
手
の
手
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

七

両
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

第
五
級

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も
の

二

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
特
に
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

三

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
特
に
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四

一
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五

一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六

一
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七

一
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

八

両
足
の
足
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第
六
級

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も
の

二

咀

嚼
又
は
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

そ
し
ゃ
く

三

両
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

四

一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
程
度
に
な
つ
た
も

の五

脊
柱
に
著
し
い
変
形
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

せ
き

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

第
七
級

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も
の



二

両
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

三

一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に

な
つ
た
も
の

四

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残
し
、
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

六

一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

七

一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

九

一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

十

一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

十
一

両
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
二

外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

十
三

両
側
の
睾
丸
を
失
つ
た
も
の

こ
う

第
八
級

一

一
眼
が
失
明
し
、
又
は
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
た
も
の

二

脊
柱
に
運
動
障
害
を
残
す
も
の

せ
き

三

一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

四

一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

五

一
下
肢
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

九

一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

十

一
足
の
足
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第
九
級

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た
も
の



三

両
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭
窄
又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

さ
く

四

両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

五

鼻
を
欠
損
し
、
そ
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

六

咀

嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

そ
し
ゃ
く

七

両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

八

一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
り
、
他
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普

通
の
話
声

を
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
な
つ
た
も
の

九

一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
つ
た
も
の

十

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残
し
、
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
務
が
相
当
な
程
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の

十
一

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
務
が
相
当
な
程
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の

十
二

一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

十
三

一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
四

一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

十
五

一
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
六

外
貌
に
相
当
程
度
の
醜
状
を
残
す
も
の

十
七

生
殖
器
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
十
級

一

一
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も
の

二

正
面
視
で
複
視
を
残
す
も
の

三

咀

嚼
又
は
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

そ
し
ゃ
く

四

十
四
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

て
つ

五

両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
な
つ
た
も
の

六

一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

七

一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
下
肢
を
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の



九

一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

十

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

十
一

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
十
一
級

一

両
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

二

両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三

一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

四

十
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

て
つ

五

両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

六

一
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

七

脊
柱
に
変
形
を
残
す
も
の

せ
き

八

一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
を
失
つ
た
も
の

九

一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
労
務
の
遂
行
に
相
当
な
程
度
の
支
障
が
あ
る
も
の

第
十
二
級

一

一
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

二

一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三

七
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

て
つ

四

一
耳
の
耳
殻
の
大
部
分
を
欠
損
し
た
も
の

五

鎖
骨
、
胸
骨
、
肋
骨
、
肩
胛
骨
又
は
骨
盤
骨
に
著
し
い
変
形
を
残
す
も
の

ろ
っ

こ
う

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

八

長
管
骨
に
変
形
を
残
す
も
の

九

一
手
の
小
指
を
失
つ
た
も
の

十

一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
一

一
足
の
第
二
の
足
指
を
失
つ
た
も
の
、
第
二
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
第
三
の
足
指
以
下
の
三
の
足
指

を
失
つ
た
も
の



十
二

一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
三

局
部
に
頑
固
な
神
経
症
状
を
残
す
も
の

十
四

外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

第
十
三
級

一

一
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二

正
面
視
以
外
で
複
視
を
残
す
も
の

三

一
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭
窄
又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

さ
く

四

両
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
、
又
は
ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

五

五
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

て
つ

六

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七

一
手
の
小
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
手
の
母
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
つ
た
も
の

九

一
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

十

一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

十
一

一
足
の
第
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
、
第
二
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
第
三
の
足
指
以
下
の

三
の
足
指
の
用
を
廃

し
た
も
の

第
十
四
級

一

一
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
、
又
は
ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

二

三
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

て
つ

三

一
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

四

上
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
き
さ
の
醜
い
あ
と
を
残
す
も
の

五

下
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
き
さ
の
醜
い
あ
と
を
残
す
も
の

六

一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
つ
た
も
の

七

一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
遠
位
指
節
間
関
節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
も
の

八

一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

九

局
部
に
神
経
症
状
を
残
す
も
の




